
　
　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
中
世
の
周
防
国
氷
上
山
興
隆
寺
の
実
態
に
迫
る
た
め
の
前
提
作

業
と
し
て
、
ま
ず
は
残
存
史
料
に
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
る
近
世
段
階
の
境
内
景

観
を
復
元
的
に
把
握
し
な
が
ら
、そ
の
堂
舎
配
置
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

周
防
国
氷
上
山
の
興
隆
寺
お
よ
び
妙
見
社
は
、
中
世
に
お
い
て
は
大
内
氏
の

氏
寺
氏
神
と
し
て
繁
栄
し
た
だ
け
で
な
く
、
近
世
に
お
い
て
も
萩
藩
に
お
け
る

天
台
宗
山
門
派
の
中
本
山
と
な
っ
て
境
内
に
将
軍
家
歴
代
位
牌
や
東
照
宮
を
擁

す
る
重
要
な
神
仏
習
合
寺
院
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
代
に
入
る
と
、
旧
来
の

千
石
規
模
の
知
行
地
を
失
い
、
か
つ
て
の
本
堂
は
売
却
さ
れ
、
脇
坊
群
や
東
照

宮
も
失
い
、
諸
堂
舎
群
の
構
成
に
は
大
幅
な
縮
小
改
変
が
な
さ
れ
た
。
し
か
も

旧
境
内
の
中
枢
部
が
、
山
口
県
立
山
口
農
学
校
の
敷
地
や
そ
の
実
習
の
た
め
の

農
場
牧
場
に
転
じ
た
こ
と
か
ら
、
現
地
景
観
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
お
り
、

か
つ
て
の
諸
堂
舎
の
あ
り
よ
う
は
お
ろ
か
、
旧
本
堂
の
旧
跡
さ
え
も
不
明
と

な
っ
て
い
た
。

　

近
代
以
前
に
お
け
る
氷
上
山
の
旧
境
内
景
観
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
に
つ
い

て
は
、
か
つ
て
は
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
文
明
十
八
年
（
一
四

八
六
）
の
大
内
政
弘
﹁
氷
上
山
伝
記
﹂

（
１
）

に
記
さ
れ
た
文
字
情
報
の
ほ
か
、
近
世

段
階
の
地
誌
や
寺
社
誌
の
類（

２
）、

そ
し
て
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
五
四
）
の
図

に
基
づ
い
て
明
治
二
十
六
年
に
描
か
れ
た﹁
氷
上
山
興
隆
寺
絵
図（

３
）﹂な

ど
に
よ
っ

て
、
景
観
イ
メ
ー
ジ
を
漠
然
と
捉
え
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
や
が
て
一
九
八
七
年

に
、
山
口
市
教
育
委
員
会
が
報
告
書
﹃
大
内
氏
関
連
遺
跡
分
布
調
査
﹄
の
折
り

込
み
資
料
と
し
て
﹁
興
隆
寺
跡
推
定
地
﹂
を
添
付
し
た
こ
と
は（

４
）、

右
の
﹁
氷
上

山
興
隆
寺
絵
図
﹂
に
描
か
れ
た
諸
堂
舎
群
の
現
地
比
定
案
を
地
図
上
に
示
す
初

め
て
の
試
み
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
現
地
比
定
案
は
、
充
分
な
史
料
検
討
に

基
づ
い
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
検
討
の
余
地
を
多
く
残
し
て
い
た
。

　

そ
こ
で
筆
者
は
、前
稿
﹁
周
防
国
氷
上
山
興
隆
寺
の
境
内
絵
図
と
差
図
﹂

（
５
）（

以

下
、
前
稿
Ａ
と
略
記
）
に
お
い
て
、
近
世
段
階
の
氷
上
山
関
係
差
図
十
一
点
を

新
た
に
紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
年
代
比
定
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
氷
上
山
境
内
南

部
の
法
界
門
か
ら
仁
王
門
に
至
る
ま
で
の
諸
堂
舎
の
現
地
比
定
案
を
再
検
討
し

た
。
ま
た
、前
稿﹁
近
世
氷
上
山
境
内
の
広
域
差
図
と
そ
の
細
部
構
成
﹂

（
６
）（

以
下
、

前
稿
Ｂ
と
略
記
）
に
お
い
て
は
、
右
の
差
図
群
の
う
ち
、
近
世
中
期
に
成
立
し

　
　
　
周
防
国
氷
上
山
興
隆
寺
の
旧
境
内
と
そ
の
堂
舎
配
置
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た
﹁
真
光
院
差
図
﹂
と
﹁
宝
乗
坊
差
図
﹂
を
分
析
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
諸
堂

舎
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

た
だ
し
旧
境
内
中
枢
部
の
主
要
堂
舎
、
す
な
わ
ち
本
堂
・
妙
見
社
下
宮
・
本

坊
真
光
院
・
東
照
宮
・
脇
坊
宝
乗
院
な
ど
に
つ
い
て
は
、
現
地
比
定
が
容
易
で

は
な
く
、
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
仁
王
門
周
辺
以
南
の
区
域
に

つ
い
て
も
、
前
稿
Ａ
で
現
地
比
定
を
試
み
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
検
討
に
よ
っ

て
修
正
や
加
筆
を
要
す
る
箇
所
が
生
じ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
残
し
て
き
た
氷
上
山
中
枢
部
諸
堂
舎
の

現
地
比
定
を
試
み
な
が
ら
、主
に
近
世
後
期
の
あ
り
よ
う
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

氷
上
山
興
隆
寺
の
旧
境
内
景
観
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。

　
　

一
、
氷
上
山
の
法
界
門
と
門
前
景
観

 

（
１
）
法
界
門
お
よ
び
そ
の
周
辺
遺
構
の
再
検
討

　

か
つ
て
氷
上
山
旧
境
内
の
南
端
に
開
い
て
い
た
総
門
＝
法
界
門
（
勅
額
門
）

に
つ
い
て
は
、
前
稿
Ａ
に
お
い
て
、﹁
氷
上
山
興
隆
寺
絵
図
﹂
の
原
本
写
真
の

ほ
か
、
新
た
に
紹
介
し
た
﹁
法
界
門
図
﹂
な
ど
の
差
図
や
、
大
正
十
四
年
段
階

の
現
地
写
真
な
ど
を
用
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
門
の
旧
所
在
地
に

つ
い
て
は
山
口
市
教
育
委
員
会
の
現
地
比
定
案
よ
り
も
若
干
北
側
に
想
定
す
べ

き
こ
と
、
門
前
の
南
北
軸
の
参
道
は
三
段
築
成
さ
れ
、
そ
の
遺
構
が
現
地
に
残

存
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
門
前
参
道
は
東
西
両
脇
に
練
塀
を
伴
っ
て
二
十
八
間

の
長
さ
が
あ
り
、
更
に
西
側
の
練
塀
に
つ
い
て
は
南
端
か
ら
西
側
に
折
れ
て
五

間
の
張
り
出
し
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

た
だ
し
前
稿
Ａ
で
は
、
練
塀
二
十
八
間
の
長
さ
の
メ
ー
ト
ル
換
算
に
誤
り
が

あ
っ
た
。
前
稿
Ａ
で
は
一
間
＝
六
尺
で
計
算
し
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
近
世
の

萩
藩
で
は
一
間
＝
六
尺
五
寸
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り（

７
）、

こ
れ
に

よ
っ
て
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
練
塀
二
十
八
間
に
つ
い
て
は

約
五
十
五
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
西
側
練
塀
張
り
出
し
部
分
の
五
間
に
つ
い

て
は
約
九
・
八
メ
ー
ト
ル
と
な
る
（
図
１
参
照
）。
す
る
と
法
界
門
の
旧
所
在

地
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
Ａ
で
想
定
し
て
い
た
位
置
よ
り
も
更
に
五
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
北
側
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
現
地
に
お
い
て
、
実
際
に
旧
参
道
の
南
端
付
近
と
思
わ
れ
る
場
所
か

ら
北
へ
約
五
十
五
・
一
メ
ー
ト
ル
の
位
置
を
計
測
し
て
み
る
と
、
道
路
両
脇
に

立
つ
新
旧
二
対
の
石
燈
籠
の
う
ち
、北
側
の
新
し
い
ほ
う
の
一
対
（
東
西
二
基
）

が
立
っ
て

い
る
付
近

に
比
定
し

直
す
こ
と

が
で
き
る

と
判
明
し

た
。
こ
の

石
燈
籠
の

位
置
な
ら

ば
、
前
稿

図１　法界門概略図（修正版）
備考：「氷上山大門左右煉り塀共ニ差図」を基にし、
門と東西袖塀の寸尺は「宝乗坊差図」によった。
１間＝６尺５寸、１尺＝ 0.303 ｍにて換算
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Ａ
で
注
目
し
た
大
正
年
間
の
古
写
真
に
写
る
風
景
の
中
で
、
石
鳥
居
の
立
っ
て

い
た
あ
た
り
の
様
子
と
よ
く
符
合
す
る
。
ま
さ
に
こ
こ
が
法
界
門
の
跡
地
で
あ

ろ
う
。
こ
の
法
界
門
が
や
が
て
撤
去
さ
れ
た
後
、
こ
こ
が
石
鳥
居
の
移
設
地
と

し
て
再
利
用
さ
れ
、
更
に
こ
の
石
鳥
居
を
現
在
地
に
移
設
し
た
の
と
入
れ
替
わ

り
に
、
そ
れ
ま
で
北
に
あ
っ
た
石
燈
籠
を
こ
こ
に
移
設
し
て
今
日
に
至
っ
た
、

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
実
を
言
う
と
、
前
稿
Ａ
の
準
備
段
階
当
初
に
お

い
て
は
、
地
形
の
様
子
か
ら
右
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ

の
仮
説
を
一
旦
断
念
し
た
の
は
、
練
塀
二
十
八
間
の
メ
ー
ト
ル
換
算
の
誤
解
に

よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
前
稿
Ａ
で
の
指
摘
を
改
め
、
法
界
門
跡
に
つ

い
て
は
、
現
在
の
北
側
石
燈
籠
の
位
置
に
比
定
し
直
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
興
隆
寺
住
職
夫
人
市
原
卓
子
氏
に
よ
る
と
、
右
の
法
界
門
跡
の

東
側
に
は
脇
道
が
あ
り
、
こ
れ
が
か
つ
て
脇
参
道
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と

い
う
。
こ
の
所
伝
を
踏
ま
え
て
明
治
二
十
年
段
階
の
地
籍
図
（﹃
大
内
村
分
見

図（
８
）﹄）

を
確
認
す
る
と
、
旧
参
道
と
思
わ
れ
る
道
の
東
側
に
こ
れ
と
並
行
す
る

道
が
赤
線
で
示
さ
れ
、北
側
で
旧
参
道
に
つ
な
が
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た（
図

２
の
右
図
上
部
参
照
）。
こ
の
東
側
赤
線
の
並
行
部
分
に
つ
い
て
は
、
旧
参
道

東
側
の
平
坦
地
沿
い
の
道
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
旧
参
道
の
ほ

う
は
、
北
へ
向
か
っ
て
河
岸
段
丘
斜
面
を
上
る
勾
配
と
な
り
、
両
道
の
高
低
差

が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
見
こ
れ
ら
が
北
側
で
つ
な
が
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
。
し
か
し
実
際
に
現
地
を
歩
い
て
み
る
と
、
東
側
下

段
の
道
の
途
中
か
ら
、西
側
の
旧
参
道
に
向
か
う
脇
道
の
痕
跡
が
残
っ
て
お
り
、

上
述
の
法
界
門
跡
推
定
地
を
迂
回
し
て
旧
参
道
に
合
流
す
る
ル
ー
ト
に
な
っ
て

い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

確
か
に
法
界
門
は
、
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
の
後
土
御
門
天
皇
勅
額
が

か
か
っ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
勅
額
門
で
あ
っ
て
格
式
が
高
い
。
他
の
寺
社
の
実
例

で
は
、
こ
う
し
た
勅
額
門
の
門
扉
を
閉
じ
て
通
過
さ
せ
ず
、
そ
の
脇
や
通
用
門

を
通
過
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
例
を
よ
く
見
か
け
る
。
氷
上
山
で
も
同
様

に
勅
額
門
が
尊
重
さ
れ
、
こ
れ
を
く
ぐ
ら
ず
に
通
行
で
き
る
脇
参
道
が
設
け
ら

れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
る
と
注
目
さ
れ
る
の
が
、こ
の
脇
参
道
の
東
側
に
広
が
る
平
坦
地
で
あ
る
。

脇
参
道
と
ほ
ぼ
同
じ
平
坦
面
に
あ
り
、
し
か
も
方
形
区
画
に
整
え
ら
れ
て
い
る

様
子
か
ら
考
え
る
と
、
こ
こ
に
は
参
拝
者
に
対
応
す
る
氷
上
山
関
連
施
設
が
設

け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
、
前
稿
Ａ
で
触

れ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
法
界
門
の
前
に
下
馬
標
石
が
置
か
れ
て
い
た
事
実
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
馬
に
乗
っ
て
き
た
参
拝
者
た
ち
は
こ
の
あ
た
り
で
下
馬
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。そ
う
し
た
馬
を
繋
留
す
る
施
設
な
ど
は
、

こ
の
付
近
に
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
の
平
坦
地
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
に

か
け
て
、
山
口
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
な
さ
れ

て
い
る
（
興
隆
寺
跡
遺
跡
第
八
～
九
次
調
査
）

（
９
）。

二
〇
〇
二
年
の
調
査
で
は
、

脇
参
道
入
口
の
東
側
付
近
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
お
い
て
発
掘
が
な
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
中
世
の
遺
物
や
、
最
低
三
期
に
わ
た
る
掘
立
柱
建
物
四
棟
の
ほ

か
、
土
坑
・
集
石
遺
構
・
溝
状
遺
構
・
柱
穴
二
二
三
個
が
検
出
さ
れ
た
。
翌
二

〇
〇
三
年
の
調
査
で
は
、
前
年
調
査
箇
所
か
ら
北
部
お
よ
び
東
部
に
隣
接
し
て

四
三



広
が
る
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
お
い
て
発
掘
が
な
さ
れ
、
や
は
り
掘
立

柱
建
物
の
ほ
か
、
溝
・
土
坑
・
井
戸
・
柱
穴
等
の
遺
構
が
数
多
く
検
出
さ
れ
た
。

更
に
翌
二
〇
〇
四
年
の
調
査
で
は
、
右
の
遺
構
範
囲
の
北
方
に
ト
レ
ン
チ
を
入

れ
る
程
度
の
発
掘
で
は
あ
っ
た
が
、
柱
穴
二
個
が
や
は
り
検
出
さ
れ
た
。

　

以
上
の
遺
構
の
性
格
に
つ
い
て
、
報
告
書
執
筆
担
当
者
は
、
中
世
か
ら
近
世

に
か
け
て
の
門
前
町
に
か
か
わ
る
集
落
遺
構
と
し
て
捉
え
た
。
た
だ
し
上
述
の

立
地
か
ら
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
氷
上
山
の
最
盛
期
に
は
、
一
般
の
町
人
が

生
活
で
き
る
よ
う
な
空
間
と
は
考
え
に
く
く
、
や
は
り
門
前
の
氷
上
山
関
連
施

設
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
、
右
の
区
画
の
逆
サ
イ
ド
に
あ
た
る
門
前
西
角
に
も
、
気
に
な
る

区
画
が
存
在
す
る
。
図
１
の
よ
う
に
、
法
界
門
の
西
側
練
塀
は
、
そ
の
南
端
で

な
ぜ
か
西
側
に
向
か
っ
て
屈
曲
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の

屈
曲
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
区
画
が
興
隆
寺
関
係
の
何
ら
か
の
施
設

だ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
の
検
討
に
む
け
、
注
意
を
喚
起
し
て
お

き
た
い
。

 

（
２
）
門
前
の
景
観　

　

つ
ぎ
に
、
氷
上
山
の
門
前
景
観
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
氷
上
山
の
門
前
参

道
は
、
そ
の
ま
ま
旧
街
道
（
い
わ
ゆ
る
萩
往
還
）
に
接
続
し
、
こ
の
あ
た
り
に

門
前
町
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
旧
街
道
は
、
参
道
と
の
交
差

点
で
西
方
と
南
方
と
に
分
岐
し
て
お
り
、
近
世
に
は
交
差
点
の
南
西
側
に
一
里

塚
が
設
置
さ
れ
て
い
た）

₁₀
（

。
西
方
の
道
は
、
仁
保
川
右
岸
の
河
岸
段
丘
上
を
通
じ

図２　氷上山旧門前の地籍図概要（左図：旧御堀村字辻　右図：同村字小路）
備考：明治20年「吉敷郡御堀村地引絵図」（大内村分見図）の旧状を踏まえながら加筆した。
薄灰色線と濃灰色線は、それぞれ原図の赤線（道路）と青線（河川溝渠）を示す。宅は宅地。
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て
山
口
や
萩
方
面
に
向
か
い
（
図
２ 

Ｂ
↓
Ａ
）、
南
方
の
道
は
、
氷
上
山
参
道

の
延
長
線
上
に
右
の
河
岸
段
丘
面
か
ら
下
る
勾
配
と
な
っ
て
お
り
（
同
Ｂ
↓

Ｃ
）、
途
中
か
ら
東
南
に
折
れ
て
仁
保
川
堤
防
を
上
る
勾
配
に
転
じ
（
同
Ｃ
↓

Ｄ
）、
氷
上
橋
を
南
に
渡
っ
て
防
府
方
面
へ
向
か
う
立
地
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
立
地
に
展
開
し
た
と
見
ら
れ
る
門
前
町
場
に
関
し
て
、
興
味
深
い

の
は
、
近
世
に
お
い
て
こ
の
あ
た
り
に
氷
上
山
の
関
係
者
、
し
か
も
在
郷
武
士

た
ち
が
集
住
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。﹃
防
長
風
土
注
進
案
﹄
に
よ
る

と）
₁₁
（

、
近
世
幕
末
期
の
御
堀
村
に
は
萩
藩
の
﹁
在
宅
諸
士
足
軽
已
下
﹂
が
三
十
一

軒
、﹁
陪
臣
﹂
が
十
二
軒
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
陪
臣
の
ほ
と
ん
ど

は﹁
真
光
院
家
来
﹂、す
な
わ
ち
氷
上
山
の
寺
侍
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、﹁
布

施
藤
左
衛
門
﹂﹁
山
本
十
郎
﹂﹁
伊
達
又
兵
衛
﹂﹁
田
邊
鉄
之
助
﹂﹁
豊
田
登
吉
﹂﹁
田

中
寿
仙
﹂﹁
田
中
因
幡
﹂
の
七
軒
が
見
え
、
こ
の
ほ
か
氷
上
山
の
﹁
中
間
之
者
﹂

が
四
軒
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
う
ち
氷
上
山
関
係
者
の
多
く
と
萩
藩

士
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
図
２
に
示
し
た
よ
う
に
氷
上
門
前
付
近
に
集
住
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

図
２
は
、
門
前
の
西
方
＝
字
﹁
辻
﹂
お
よ
び
東
方
＝
字
﹁
小
路
﹂
の
地
籍
図

を
ベ
ー
ス
と
し
、
や
や
時
代
が
降
る
が
、
昭
和
戦
前
期
の
土
地
台
帳
情
報
を
踏

ま
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
上
述
し
た
寺
侍
の
後
裔
と

見
ら
れ
る
山
本
家
・
伊
達
家
・
田
邊
家
・
田
中
家
の
各
旧
家
が
、
旧
街
道
の
う

ち
図
２
の
Ａ
︱
Ｂ
周
辺
に
集
中
的
に
存
在
し
て
い
た
様
子
が
確
認
で
き
る
。
正

確
な
系
譜
関
係
や
転
居
有
無
な
ど
に
つ
い
て
は
、
現
地
で
の
聞
き
取
り
や
土
地

台
帳
原
簿
等
の
調
査
を
俟
つ
べ
き
だ
が
、
図
２
の
Ａ
︱
Ｂ
周
辺
は
河
岸
段
丘
上

に
立
地
し
て
お
り
、
Ｃ
あ
た
り
の
低
地
よ
り
も
立
地
条
件
が
よ
く
、
氷
上
山
に

仕
え
る
寺
侍
た
ち
の
集
住
地
た
る
に
相
応
し
い
。
従
っ
て
図
２
に
示
し
た
様
子

は
、
近
世
に
お
け
る
在
郷
武
士
集
住
の
名
残
を
多
く
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

す
な
わ
ち
氷
上
山
の
門
前
に
は
、商
工
業
者
も
居
住
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、

と
り
わ
け
北
部
に
つ
い
て
は
、む
し
ろ
在
郷
武
士
集
落
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、

全
体
と
し
て
氷
上
山
関
係
の
俗
人
た
ち
の
集
住
地
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
と

捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
氷
上
山
関
係
の
俗
人
た
ち
が
集

住
す
る
と
い
う
あ
り
よ
う
は
、
盛
時
の
中
世
段
階
に
も
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
氷
上
山
の
門
前
は
ど
の
範
囲
ま
で
及
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

詳
細
な
検
討
は
後
考
を
俟
つ
が
、
ひ
と
ま
ず
西
側
に
つ
い
て
は
、
図
２
の
Ａ
の

あ
た
り
に
仁
保
川
支
流
の
氷
上
川
を
渡
る
小
橋
＝
東
泉
寺
橋
が
架
か
り
、
こ
の

氷
上
川
が
門
前
西
部
の
字
﹁
辻
﹂
の
字
切
と
重
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

東
南
側
に
つ
い
て
は
、
図
２
の
Ｄ
の
あ
た
り
に
仁
保
川
を
渡
る
氷
上
橋
が
架
か

り
、
し
か
も
仁
保
川
が
門
前
東
部
の
字
﹁
小
路
﹂
の
字
切
と
重
な
っ
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
門
前
の
範
囲
は
、
地
形
・
字
切
・
寺
侍
末
裔
旧
家

の
立
地
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
少
な
く
と
も
﹁
辻
﹂﹁
小
路
﹂
の
範
囲
に

及
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
山
口
市
教
育
委
員
会
が
想
定
し
た
﹁
興
隆
寺
跡
推
定
地
﹂
の
範
囲
に
つ

い
て
は
、
図
２
の
Ａ
︱
Ｂ
の
ラ
イ
ン
よ
り
北
側
に
想
定
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
上
述
の
よ
う
な
門
前
空
間
の
あ
り
よ
う
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
南
側
も
含

め
て
有
機
的
に
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

四
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二
、
氷
上
山
の
旧
境
内
南
部
の
再
検
討

 

（
１
）
仁
王
門
―
法
界
門
の
間
の
参
道

　
﹁
氷
上
山
興
隆
寺
絵
図
﹂）

₁₂
（

に
よ
る
と
、
境
内
に
は
比
較
的
広
い
参
道
が
南
北

に
通
っ
て
お
り
、
南
部
に
は
そ
の
両
脇
に
松
と
思
わ
れ
る
並
木
が
描
か
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
現
地
に
は
、
約
五
メ
ー
ト
ル
幅
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

車
道
が
南
北
に
通
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
両
脇
は
耕
地
化
ま
た
は
宅
地
化

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
景
観
を
見
て
し
ま
う
と
、
旧
参
道
の
イ
メ
ー
ジ
は

現
在
の
車
道
幅
の
印
象
に
引
き
ず
ら
れ
、﹁
氷
上
山
興
隆
寺
絵
図
﹂
の
参
道
描

写
の
ほ
う
を
誇
張
表
現
と
し
て
疑
問
視
し
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
前
稿
Ａ
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
法
界
門
の
門
前
の
あ
た
り
の

参
道
幅
は
、約
一
二
・
三
メ
ー
ト
ル
に
も
達
し
て
い
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ

た
。
更
に
境
内
の
中
門
に
あ
た
る
仁
王
門
の
門
前
参
道
幅
に
至
っ
て
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
約
一
八
・
九
メ
ー
ト
ル
に
も
達
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
二
つ
門
の
間
を
結
ぶ
旧
参
道
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
に
見
合
う
幅

だ
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
な
が
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
ま
ず
は
明
治
二
十
年
の
地
籍
図）

₁₃
（

を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
御
堀
村
氷
上

地
区
の
字
﹁
西
谷
﹂﹁
蓮
池
﹂﹁
円
光
坊
﹂﹁
寺
家
﹂
な
ど
に
描
か
れ
た
旧
参
道

と
思
わ
れ
る
道
は
、
す
で
に
こ
の
段
階
で
ほ
ぼ
現
状
に
近
い
姿
に
な
っ
て
い
た

様
子
が
窺
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
遡
る
明
治
十
年
六
月
の
﹁
山
林
地
図
﹂）

₁₄
（

を
た
ま
た
ま
調
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
各
所
の
山
林
図
に
混
じ
っ
て
、
図
３
～

図
５
の
よ
う
に
長
方
形
の
地
割
群
を
描
く
図
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い

た
。
こ
れ
ら
三
図
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
央
の
空
白
部
分
こ
そ

が
当
時
の
南
北
軸
の
道
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
両
脇
に
描
か
れ
た
地
割

群
は
、
旧
参
道
の
東
西
両
脇
が
分
割
所
有
さ
れ
た
様
子
を
示
す
の
で
は
な
い
か

と
思
い
あ
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
明
治
十
年
ま
で
の
段
階
で
、
旧
参
道
の
幅
が
大

幅
に
狭
め
ら
れ
、
東
西
両
脇
が
﹁
山
林
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
て
分
割
所
有
さ
れ
る

に
至
っ
た
様
子
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
図
に
描
か
れ
た
情

報
を
手
が
か
り
に
現
地
比
定
を
試
み
る
と
、こ
れ
ら
三
図
は
南
北
に
つ
な
が
り
、

氷
上
山
の
仁
王
門
︱
法
界
門
の
間
に
位
置
す
る
旧
参
道
を
描
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
各
図
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
、
旧
参

道
の
南
部
か
ら
順
を
追
っ
て
解
説
し
た
い
。

　

ま
ず
は
旧
参
道
の
う
ち
南
側
を
描
い
た
の
が
図
３
で
あ
り
、こ
こ
は
字
﹁
辻
﹂

の
う
ち
三
七
七
番
と
三
七
九
番
の
二
筆
分
の
土
地
に
あ
た
る
。
こ
の
図
の
上
部

図３　明治10年氷上組「辻」の
　　　「山林地図」（法界門周辺）
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に
描
か
れ
た
門
こ
そ
が
法
界
門
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
明
治
十
年
の

段
階
で
こ
れ
が
な
お
現
地
に
現
存
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
て
興
味
深
い
。
従
っ

て
、
か
つ
て
は
こ
の
両
脇
の
土
地
も
旧
参
道
に
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
す

で
に
こ
の
段
階
で
は
三
七
九
番
と
し
て
分
筆
登
記
さ
れ
、﹁
村
持
﹂
す
な
わ
ち

村
有
地
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
結
果
、中
央
の
道
幅
は
﹁
九
尺
﹂
に
狭
め
ら
れ
、

こ
こ
が
三
七
七
番
の
﹁
馬
場
ス
ジ
﹂
と
な
っ
て
い
た
様
子
も
わ
か
る
。

　

つ
ぎ
に
、
右
の
図
３
の
北
側
に
接
続
す
る
図
４
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
字
﹁
地
家
﹂
の
う
ち
三
七
一
～
三
七
六
番
お
よ
び

三
七
八
番
の
土
地
に
あ
た
る
。
図
の
中
央
上
下
の
空
白
部
分
は
、
南
側
の
法
界

門
か
ら
続
く
約
九
尺
幅
の
道
が
貫
通
し
て
い
た
様
子
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
西

南
の
三
七
八
番
の
地
が
現
在
の
氷
上
公
民
館
敷
地
の
入
口
付
近
に
あ
た
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
区
画
と
北
隣
三
七
六
番
と
の
間
に
描
か
れ
た
赤
線
は
、
公
民

館
敷
地
の
北
側
沿
い
の
小
道
に
比
定
で
き
る
。
東
側
中
央
の
三
七
二
番
と
三
七

三
番
と
の
間
に
描
か
れ
た
赤
線
は
、
字
﹁
蓮
池
﹂
方
面
に
向
か
う
道
に
比
定
で

き
る
。
ま
た
北
端
に
描
か
れ
た
赤
線
の
う
ち
西
側
の
そ
れ
は
、
丸
山
や
西
谷
観

音
堂
跡
に
至
る
小
道
で
あ
り
、
東
側
の
そ
れ
は
、
字
﹁
山
田
﹂
方
面
に
至
る
小

道
に
比
定
で
き
る
。

　

こ
の
ほ
か
図
４
に
は
、
六
人
の
個
人
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
旧
参
道
の
両
脇

が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
割
所
有
さ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
の
う
ち
芝
等
海
氏

に
つ
い
て
は
、
当
時
の
興
隆
寺
住
職
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
分
割
所
有
が
生
じ
る
以
前
に
お
い
て
、
図
４
に
描
か

れ
た
範
囲
の
旧
参
道
は
ど
れ
く
ら
い
の
幅
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
図
４
に
は

南
北
道
両
脇
区
画
の
幅
が
間
数
で
表
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
当
面
の
参
考
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
近
代
初
頭
と
い
え
ば
、
一
間
の
サ
イ
ズ
が
変
化
し
た
時
期
で

あ
っ
た
。
全
国
的
に
一
間
＝
六
尺
が
公
定
さ
れ
る
の
は
明
治
二
十
四
年
の
度
量

衡
法
以
降
と
な
る
が
、
明
治
十
年
頃
の
山
口
県
で
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
仮
に
近
世
萩
藩
と
同
様
の
一
間
＝
六
尺
五
寸
で
換

算
す
る
と
、
図
中
の
南
北
の
長
さ
が
現
地
地
割
に
合
致
せ
ず
、
一
間
＝
六
尺
で

換
算
す
る
と
、
現
地
地
割
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
図
４
の

段
階
の
一
間
が
す
で
に
六
尺
（
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
で
計
算
さ
れ
て
い
た
様

子
が
窺
え
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
図
４
の
南
端
の
あ
た
り
で
計
算
す
る
と
、
東
側

区
画
の
東
西
幅
が
四
・
八
間
＝
約
八
・
六
メ
ー
ト
ル
、
西
側
区
画
の
東
西
幅
が

三
・
九
間
＝
約
七
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
こ
の
間
の
新
道
幅
を
図
３
と
同
様
に
九

尺
＝
約
二
・
七
メ
ー
ト
ル
と
想
定
す
る
と
、
旧
参
道
の
東
西
幅
総
数
は
約
一
八
・

三
メ
ー
ト
ル
に
達
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
図
４
の
北
端
あ
た
り
に
つ
い
て

図４　氷上組「地家」の「山林地図」
　　　（法界門北側旧参道）
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は
、
こ
れ
よ
り
若
干
狭
ま
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
東
西
幅
総
数
は
約
一
五
・
三

メ
ー
ト
ル
に
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
図
４
に
描
か
れ
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
に

よ
る
発
掘
調
査
箇
所
が
次
の
よ
う
に
含
ま
れ
て
い
る）

₁₅
（

。
①
三
七
一
番
に
か
か
る

範
囲
の
調
査
が
一
九
九
〇
年
に
実
施
（
興
隆
寺
跡
遺
跡
二
次
調
査
）、
②
三
七

六
番
を
中
心
と
し
て
三
七
五
番
に
及
ぶ
範
囲
の
調
査
が
一
九
九
三
年
に
実
施

（
同
三
次
調
査
）、
③
三
七
三
番
に
か
か
る
範
囲
の
調
査
が
一
九
九
九
年
に
実
施

（
同
五
次
調
査
）。
以
上
三
件
そ
れ
ぞ
れ
の
発
掘
調
査
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
残

念
な
が
ら
ま
だ
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
む
し
ろ
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
旧
参
道
幅
の
想
定
を
踏
ま
え
た
上
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
遺
構
の
評
価
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
図
４
の
北
側
に
接
続
す
る
図
５
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
字
﹁
地
家
﹂
の
う
ち
三
六
五
～
三
七
〇
番
の
土
地
に
あ

た
る
。
図
の
中
央
上
下
の
空
白
部
分
に
は
、
図
３
や
図
４
と
同
様
の
約
九
尺
幅

の
道
が
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
図
４
の
北
端
東
西
の
道
が
こ
の
図
５
の
南

端
東
西
の
道
に
重
な
る
。
ま
た
、
東
側
中
央
の
三
六
六
番
と
三
六
七
番
と
の
間

に
描
か
れ
た
赤
線
は
、大
量
の
埋
納
銭
の
出
土
地
に
向
か
う
道
に
比
定
で
き
る
。

い
っ
ぽ
う
、
そ
の
北
西
に
あ
た
る
三
六
八
番
と
三
六
九
番
と
の
間
に
は
、
道
を

示
す
赤
線
が
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
興
隆
寺
の
建
物
が
現
存
す
る
常
楽
坊
跡
に

向
か
う
道
を
こ
こ
に
比
定
で
き
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
道
が
公
道
で
は
な
く
私
道

扱
い
ゆ
え
に
登
記
上
明
示
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　

図
５
の
北
端
に
つ
い
て
は
、
妙
見
社
鳥
居
の
南
側
付
近
、
か
つ
て
の
仁
王
門

前
の
あ
た
り
に
比
定
で
き
る
。
当
時
は
氷
上
川
が
こ
の
あ
た
り
の
南
北
道
を
東

脇
か
ら
西
脇
に
直
交
し
て
南
へ
流
れ
て
お
り
（
現
在
は
流
路
変
更
の
上
で
暗
渠

化
さ
れ
て
い
る
）、
図
の
北
端
は
こ
の
南
岸
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様

に
図
の
西
端
の
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
も
、
こ
の
氷
上
川
の
東
岸
に
比
定
で
き
る
。

　

以
上
の
範
囲
に
お
け
る
旧
参
道
の
幅
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
明
治

十
年
頃
の
新
道
の
幅
を
九
尺
と
想
定
す
る
と
、
南
端
付
近
で
約
一
五
・
一
メ
ー

ト
ル
、常
楽
坊
跡
に
向
か
う
角
の
あ
た
り
で
小
川
の
東
岸
か
ら
約
十
五
・
七
メ
ー

ト
ル
の
幅
に
一
旦
膨
ら
み
、
北
端
付
近
で
一
三
・
三
メ
ー
ト
ル
に
狭
ま
っ
て
い

た
様
子
が
窺
え
る
。

　

な
お
図
５
の
う
ち
、
東
南
の
三
六
七
番
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
に
教
育

委
員
会
文
化
財
保
護
課
が
実
施
し
た
発
掘
調
査
（
興
隆
寺
跡
遺
跡
第
十
次
調

査
））

₁₆
（

の
区
画
に
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
中
世
近
世
の
遺
構
や
遺
物

が
検
出
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
松
の
根
が
何
株
か
道
沿
い
に
連

図５　氷上組「地家」の「山林地図」
　　　（図４北側続きの旧参道）
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な
っ
て
出
土
し
、
そ
れ
ら
が
近
世
段
階
の
植
樹
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
﹁
氷
上
山
興
隆
寺
絵
図
﹂
に
は
、
こ
の
あ
た
り
の

参
道
両
脇
に
松
並
木
が
描
か
れ
て
お
り
、
本
発
掘
調
査
報
告
書
の
執
筆
者
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
実
態
が
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
と
言

え
る
。
松
の
根
の
出
土
地
点
は
、
現
在
の
車
道
の
東
脇
側
溝
か
ら
東
側
へ
概
ね

一
・
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
あ
た
り
に
少
な
く
と
も
四
株
ほ
ど
連
な
っ
て
お
り
、

北
部
の
一
株
は
側
溝
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
あ
た
り
に
位
置
し
て
い

た
。
明
治
十
年
当
時
の
新
道
は
、
や
が
て
拡
幅
さ
れ
、
現
在
の
よ
う
な
五
メ
ー

ト
ル
幅
の
車
道
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
側
溝
か
ら
の
一
・
五
メ
ー
ト
ル
や
五

メ
ー
ト
ル
の
地
点
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
上
述
し
た
旧
参
道
の
幅
に
含
ま
れ

る
範
囲
内
と
考
え
ら
れ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
図
５
に
は
五
人
の
分
割
所
有
者
の
名
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
う

ち
、
西
側
三
六
九
番
の
田
中
吉
三
氏
に
つ
い
て
は
、
実
は
右
の
﹁
氷
上
山
興
隆

寺
絵
図
﹂
の
作
成
依
頼
者
で
あ
り
、
前
稿
Ａ
で
は
氷
上
山
寺
侍
田
中
家
の
一
員

ま
た
は
そ
の
一
族
と
推
定
し
た
人
物
で
あ
る）

₁₇
（

。
同
様
に
、
松
並
木
跡
が
出
土
し

た
三
六
七
番
に
見
え
る
伊
達
為
佐
氏
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
氷
上
山
寺
侍
伊

達
家
の
一
員
ま
た
は
そ
の
一
族
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
興
隆
寺
住
職
芝
等
海

氏
が
北
側
の
東
西
両
区
画
の
名
義
人
に
な
っ
て
い
た
様
子
も
確
認
で
き
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
検
討
か
ら
、
氷
上
山
の
仁
王
門
︱
法
界
門
の
間

に
お
け
る
旧
参
道
の
幅
に
つ
い
て
は
、
前
稿
Ａ
で
推
定
し
た
仁
王
門
や
法
界
門

の
幅
に
ほ
ぼ
対
応
し
、
一
三
～
一
八
メ
ー
ト
ル
前
後
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
様

子
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
近
世
に
は
こ
こ
に
松
並
木
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、

近
代
に
入
っ
て
約
九
尺
幅
の
新
道
に
狭
め
ら
れ
、
松
並
木
の
あ
っ
た
両
脇
は
分

割
所
有
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
、
周
辺
の
土
地
と
も
ど
も
大
幅
に
再
開
発
さ
れ

る
に
至
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
氷
上
山
旧
境
内
南
部
の
景
観
に
つ
い
て
は
、
現

状
の
イ
メ
ー
ジ
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
以
上
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
な

が
ら
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 

（
２
）
六
即
石
の
発
見

　

と
こ
ろ
で
﹁
氷
上
山
興
隆
寺
絵
図
﹂
に
よ
る
と
、
氷
上
山
の
旧
参
道
に
は
灯

籠
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
旧
参
道
の
道
端
に
は
そ
の

関
連
物
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
ほ
ど
そ
の
一
部
と
見
ら

れ
る
遺
物
を
発
見
し
た
。
き
っ
か
け
は
、
興
隆
寺
住
職
夫
人
市
原
卓
子
氏
か
ら

の
お
尋
ね
で
あ
っ
た
。

　

上
述
の
常
楽
坊
跡
（
図
11
）
に
は
、
現
在
も
興
隆
寺
関
連
堂
舎
が
建
っ
て
お

り
、
こ
の
庭
に
図
６
と
図
７
の
石
が
あ
る
。
図
６
の
石
は
、
敷
地
南
端
に
か
つ

て
あ
っ
た
築
地
塀
の
基
壇
跡
の
中
央
付
近
に
仰
向
け
に
埋
ま
っ
て
い
る
。﹁
理
﹂

の
異
体
字
の
よ
う
な
文
字
が
陰
刻
さ
れ
て
お
り
、
当
初
は
地
鎮
的
な
意
味
合
い

の
文
言
か
と
い
う
印
象
だ
っ
た
が
、
同
様
の
石
が
も
う
一
つ
あ
る
と
の
こ
と
で

見
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
図
７
の
石
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
じ
堂
舎
の
西
側
玄
関

付
近
の
庭
に
あ
り
、
こ
れ
に
は
﹁
名
字
﹂
と
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文

字
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
お
尋
ね
で
あ
っ
た
。

　

検
討
結
果
か
ら
述
べ
る
と
、
右
の
二
つ
の
石
は
、
い
ず
れ
も
﹁
六
即
﹂
の
各

文
字
を
刻
ん
だ
標
石
だ
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。﹁
六
即
﹂
と
は
、
天
台
教
学

四
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に
お
い
て
修
行
が
深
化
す
る
六
段
階
を
意
味
し
、
第
一
段
階
が
初
発
心
に
あ
た

る
理
即
、
第
二
段
階
が
名
字
即
、
第
三
段
階
が
観
行
即
、
第
四
段
階
が
相
似
即
、

第
五
段
階
が
分
真
即
、
第
六
段
階
が
究
竟
即
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
﹁
理
﹂
即
が

図
６
に
対
応
し
、﹁
名
字
﹂
即
が
図
７
に
対
応
す
る
。
な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
、

同
様
の
標
石
が
も
う
一
つ
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
右
の
常
楽
坊
跡
よ
り
六
百

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
の
山
中
に
、
氷
上
山
妙
見
社
上
宮
の
社
殿
跡
が
あ
る
。
そ
こ

に
残
存
す
る
礎
石
群
の
中
央
に
は
、
図
８
の
よ
う
に
﹁
分
真
﹂
と
陰
刻
さ
れ
た

石
が
立
っ
て
い
る
。
社
殿
跡
ゆ
え
に
、
そ
れ
ま
で
は
神
の
分
身
を
宿
ら
せ
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
が
、
実
は
こ
の
文
字
が
六
即
の
第
五

段
階
﹁
分
真
﹂
即
に
対
応
す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

　

近
世
に
記
さ
れ
た
興
隆
寺
の
寺
誌
﹃
氷
上
山
秘
奥
記
﹄
下
に
は
、
次
の
よ
う

に
見
え
る）

₁₈
（

。

　
　
　

六
即
下
乗
下
馬
石
之
事

　
　

 

六
即
石
ノ
事
、
法
界
門
ヨ
リ
本

堂
ニ
至
リ
、
六
丁（

町
）ア

リ
、
依
テ

六
即
四
十
二
位
ノ
階
級
ニ
約
シ

テ
是
ヲ
建
ツ
、下
乗
下
馬
石
ハ
、

日
光
山
ノ
写
シ
ナ
リ
ト
申
伝
ヘ

タ
リ
、
共
ニ
中
興
僧
正
行
海
和

尚
ノ
建
立
也
、

　

す
な
わ
ち
、
近
世
前
期
に
興
隆
寺

を
中
興
し
た
別
当
行
海
が
、﹁
六
即

石
﹂
な
る
標
石
を
建
立
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
法
界
門
か
ら
本
堂
ま
で
の
距
離

が
六
町
あ
っ
た
こ
と
に
対
応
し
、
旧
参
道
の
一
町
ご
と
に
合
計
六
基
の
六
即
石

が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
う
ち
図
６
～
８
の
三
基
が
、
旧
地
を

離
れ
て
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
旧
地
に
つ
い
て
は
定
か

で
は
な
い
が
、
理
即
の
意
が
、
す
で
に
仏
性
を
具
有
し
な
が
ら
も
い
ま
だ
仏
法

に
触
れ
な
い
段
階
、
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
図
６
の
理
即
石
は
﹁
法

界
﹂
門
に
入
る
手
前
に
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
こ
か
ら
北
へ
一
町

ご
と
に
残
り
五
基
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
最
後
の
﹁
究
竟
即
﹂
石
は

本
堂
周
辺
域
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本

堂
跡
の
推
定
に
も
関
連
す
る
。
章
を
改
め
て
後
述
し
た
い
。

図６　六即石のうち理即石

図７　六即石のうち名字即石

図８　六即石のうち分真即石
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三
、
氷
上
山
の
旧
境
内
中
枢
部
の
再
検
討

 

（
１
）
仁
王
門
お
よ
び
そ
の
北
側
参
道

　

氷
上
山
の
中
門
に
あ
た
る
仁
王
門
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
Ａ
に
お
い
て

そ
の
規
模
お
よ
び
現
地
比
定
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
規
模
に

つ
い
て
は
、
上
述
の
法
界
門
と
同
様
に
、
間
数
表
示
の
メ
ー
ト
ル
換
算
に
つ
い

て
誤
り
が
あ
っ
た
た
め
、
修
正
を
要
す
る
。
そ
こ
で
修
正
図
を
図
９
に
示
し
た

上
で
、
改
め
て
検
討
し
直
し
た
い
。　

仁
王
門
の
現
地
比
定
に
つ
い
て
は
、
前

稿
Ａ
に
お
い
て
﹁
氷
上
山
興
隆
寺
絵
図
﹂

の
仁
王
門
南
際
に
描
か
れ
た
小
溝
に
注
目

し
、
こ
の
名
残
が
現
在
の
東
西
道
の
北
脇

暗
渠
に
あ
た
る
と
い
う
解
釈
に
基
づ
い
て

い
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
の
山
口
市
教
育

委
員
会
に
よ
る
現
地
比
定
案
よ
り
も
二
～

三
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
側
に
想
定
し
直
す

結
果
と
な
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
こ
の
解

釈
を
踏
襲
し
て
い
る
（
図
11
参
照
）。
た

だ
し
右
に
示
し
た
の
は
南
北
位
置
に
関
す

る
大
ま
か
な
推
定
根
拠
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ

以
上
の
こ
と
は
前
稿
Ａ
に
お
い
て
詳
述
し

て
い
な
か
っ
た
た
め
、
以
下
に
若
干
補
足

し
て
お
き
た
い
。

　

仁
王
門
跡
の
具
体
的
な
位
置
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
根
拠
に
乏
し

く
、
詳
細
は
今
後
の
発
掘
調
査
等
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
が
、
前
稿
Ａ
で
推
定

し
た
仁
王
門
跡
付
近
の
南
北
道
の
西
側
に
は
、
古
い
石
垣
が
道
路
沿
い
に
並
ん

で
い
る
。
こ
の
石
垣
に
は
、
上
述
の
東
西
道
の
北
脇
暗
渠
と
接
す
る
あ
た
り
に

お
い
て
、
南
北
道
側
に
少
し
張
り
出
し
て
更
に
北
側
へ
と
続
く
屈
折
箇
所
が
あ

る
。
こ
の
屈
折
に
注
目
し
、
こ
れ
が
仁
王
門
の
西
脇
練
塀
と
の
接
続
に
関
連
す

る
名
残
と
仮
に
推
定
し
た
。
す
る
と
、こ
の
地
点
か
ら
東
西
二
間
＝
三
・
九
メ
ー

ト
ル
の
幅
で
西
脇
練
塀
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
更
に
こ
れ
に
仁
王
門
本
体
の

西
端
が
接
続
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仁
王
門
の
本
体
は
東
西
三
間
六
尺
三
寸

＝
約
七
・
八
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
間
二
尺
＝
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
の
規
模
と
推

定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
約
五
メ
ー
ト
ル
幅
の
ア
ル
フ
ァ
ル
ト
道
路
を
覆

う
よ
う
に
建
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
仁
王
門
本
体
の
東
脇
に
は
、
一

間
の
小
門
と
二
間
四
尺
の
練
塀
が
続
い
て
い
た
。

　

以
上
の
仁
王
門
お
よ
び
周
辺
施
設
に
つ
い
て
は
、
東
西
の
総
延
長
幅
が
八
間

と
十
尺
三
寸
、
こ
れ
を
一
間
＝
六
尺
五
寸
で
換
算
し
直
す
と
約
一
八
・
九
メ
ー

ト
ル
に
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
仁
王
門
の
遺
構
は
、
上
記
の
石
垣

屈
折
箇
所
の
あ
た
り
か
ら
こ
の
東
西
幅
の
範
囲
に
お
い
て
現
地
比
定
で
き
る
。

　

な
お
仁
王
門
の
本
体
の
下
に
は
、
こ
れ
を
支
え
る
土
壇
が
ひ
と
ま
わ
り
大
き

い
範
囲
で
築
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
現
在
は
そ
れ
が
削
り
取
ら
れ
、
痕
跡

さ
え
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
も
し
も
南
北
道
路
沿
い
に
ト
レ
ン
チ
を
入

れ
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
土
壇
の
痕
跡
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
る
。
将
来
的
に

図９　仁王門概略図（修正版）
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は
こ
れ
に
よ
っ
て
仁
王
門
の
現
地
比
定
を
確
定
で
き
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
。

　

仁
王
門
の
北
側
に
は
、﹁
氷
上
山
内
宝
乗
院
其
外
寺
悩
之
所
差
図
﹂）

₁₉
（

に
よ
る
と
、

参
道
の
東
西
両
脇
に
し
ば
ら
く
杉
垣
が
連
な
り
、
西
脇
に
は
更
に
そ
の
北
に
蔵

や
長
屋
が
続
い
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。
し
か
も
図
中
の
杉
垣
に
は
﹁
此
下
タ

石
垣
寺
悩
﹂
と
記
さ
れ
、
蔵
や
長
屋
に
も
﹁
此
測
石
垣
長
屋
蔵
共
ニ
寺
悩
﹂
と

記
さ
れ
て
お
り
、
参
道
脇
の
杉
垣
・
蔵
・
長
屋
の
下
に
石
垣
が
並
ん
で
い
た
様

子
が
窺
え
る
点
に
注
目
し
た
い
。
現
地
の
旧
参
道
西
脇
に
現
存
す
る
上
述
の
石

垣
の
列
は
、
ま
さ
に
こ
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
。

　

旧
参
道
の
具
体
的
な
道
幅
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
明
記
す
る
史

料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
仁
王
門
と
そ
の
東
西
練
塀
の
総

延
長
東
西
幅
が
約
一
八
・
九
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
類
推
で
き
る
。
現

存
す
る
旧
参
道
西
脇
石
垣
か
ら
ほ
ぼ
そ
れ
く
ら
い
の
幅
を
旧
参
道
幅
と
想
定

し
、
そ
の
ラ
イ
ン
上
に
参
道
東
脇
の
杉
垣
が
連
な
っ
て
い
た
と
想
定
し
て
お
き

た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
一
年
三
月
に
山
口
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
が
実

施
し
た
発
掘
調
査
（
興
隆
寺
跡
遺
跡
第
七
次
調
査
））

₂₀
（

の
区
画
は
、
本
稿
で
の
検

討
成
果
を
踏
ま
え
る
と
、
ち
ょ
う
ど
仁
王
門
北
側
の
旧
参
道
東
脇
付
近
に
あ

た
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
範
囲
に
お
い
て
近
世
段

階
の
南
北
軸
の
配
石
溝
が
検
出
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
報
告
書
執
筆
担
当
者
の
佐

藤
力
氏
は
﹁
弁
天
池
の
排
水
施
設
の
可
能
性
﹂
を
指
摘
し
た
が
、
む
し
ろ
参
道

東
脇
の
側
溝
で
あ
っ
た
可
能
性
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
配
石
溝

跡
は
、
現
在
の
道
路
の
東
脇
か
ら
更
に
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
東
側
か
ら
出
土
し
て

お
り
、
近
世
段
階
の
境
内
景
観
の
現
地
比
定
を
考
え
る
上
で
重
要
な
指
標
と
な

る
。

 

（
２
）
脇
坊
宝
乗
院
と
そ
の
周
辺

　

仁
王
門
の
北
側
参
道
の
東
脇
に
は
、
脇
坊
宝
乗
院
（
旧
名
宝
乗
坊
）
の
門
が

参
道
側
に
向
か
っ
て
開
き
、
そ
こ
か
ら
北
は
練
塀
な
ど
を
経
て
、
現
存
す
る
池

へ
と
向
か
う
景
観
と
な
っ
て
い
た
。そ
こ
で
ま
ず
は
宝
乗
院
の
旧
地
に
つ
い
て
、

仁
王
門
推
定
地
を
基
点
と
し
な
が
ら
現
地
比
定
を
試
み
た
い
。

　

再
び
﹁
氷
上
山
内
宝
乗
院
其
外
寺
悩
之
所
差
図
﹂）

₂₁
（

に
よ
る
と
、
仁
王
門
付
近

か
ら
の
参
道
東
脇
の
杉
垣
が
﹁
拾
五
間
﹂
＝
九
七
・
五
尺
＝
約
二
九
・
五
メ
ー

ト
ル
続
き
、
宝
乗
院
の
門
前
の
西
南
角
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
杉

垣
は
東
側
へ
折
れ
て
﹁
弐
間
﹂
＝
約
三
・
九
メ
ー
ト
ル
入
っ
た
と
こ
ろ
に
、
宝

乗
院
の
本
門
と
小
門
と
そ
の
袖
塀
（
籠
塀
）
が
南
北
軸
で
並
ん
で
い
た
様
子
が

わ
か
る
。

　

右
の
宝
乗
院
本
門
周
辺
の
様
子
に
つ
い
て
、
上
述
の
杉
垣
と
接
続
す
る
南
側

か
ら
述
べ
る
と
、
ま
ず
は
①
袖
塀
が
南
北
幅
﹁
三
間
﹂
＝
約
五
・
九
メ
ー
ト
ル

あ
り
、
そ
の
北
の
②
本
門
お
よ
び
③
脇
門
に
つ
い
て
は
、﹃
防
長
風
土
注
進
案
﹄

に
よ
る
と
﹁
本
門 

向
七
尺
六
寸
入
六
尺
﹂﹁
同
所
小
門　

向
五
尺
三
寸
﹂
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
②
本
門
の
南
北
幅
が
約
二
・
三
メ
ー
ト
ル
、
北
隣
の
③
脇

門
の
南
北
幅
が
約
一
・
六
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
脇
門
北
側
の
④
袖
塀
は
東
西
軸

で
接
続
し
、
幅
二
間
＝
約
三
・
九
メ
ー
ト
ル
で
西
側
の
参
道
に
達
し
て
い
た
。

五
二



つ
ま
り
参
道
か
ら
少
し
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
宝
乗
院
の
門
前
空
間
は
、

南
北
合
計
約
十
メ
ー
ト
ル
の
幅
に
及
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
宝
乗
院
の
建
物

は
こ
の
門
の
奥
側
、
東
北
の
区
画
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
稿

Ｂ
に
よ
ら
れ
た
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、
宝
乗
院
脇
門
北
側
の
袖
塀
と
参
道
と
の
接
点
か
ら
北
へ
は
、
参

道
沿
い
に
二
間
半
＝
約
四
・
九
メ
ー
ト
ル
の
練
塀
が
続
き
、
同
じ
く
参
道
沿
い

に
建
つ
﹁
蔵
二
間
三
間
﹂
に
接
し
て
い
た
。
こ
の
蔵
は
南
北
に
三
間
＝
約
五
・

九
メ
ー
ト
ル
の
規
模
で
あ
り
、
更
に
こ
の
北
側
に
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
（
距

離
不
詳
）
に
長
屋
が
あ
っ
た
。
こ
の
長
屋
の
南
北
は
二
間
半
＝
約
四
・
九
メ
ー

ト
ル
で
あ
り
、
長
屋
の
北
側
に
は
一
九
間
＝
約
三
七
・
四
メ
ー
ト
ル
の
杉
垣
が

続
き
、
こ
の
杉
垣
の
切
れ
目
が
、
境
内
東
部
の
氷
上
山
東
照
宮
へ
向
か
う
﹁
東

照
宮
道
﹂
と
の
交
差
点
に
な
っ
て
い
た
。

　

東
照
宮
道
に
は
、
参
道
と
同
様
に
杉
垣
が
東
西
﹁
弐
拾
間
﹂
＝
約
三
九
・
四

メ
ー
ト
ル
続
い
て
い
た
と
さ
れ
、
こ
れ
が
現
地
に
あ
る
池
の
南
堤
上
に
あ
た
る

と
考
え
ら
れ
る
。
東
照
宮
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

 

（
３
）
本
坊
真
光
院
と
そ
の
周
辺

　

つ
ぎ
に
、
脇
坊
宝
乗
院
か
ら
参
道
を
挟
ん
で
西
向
か
い
、
氷
上
山
の
本
坊
に

あ
た
る
真
光
院
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
こ
で
再
び
仁
王
門
推
定
地
を
基
点

と
し
て
、
参
道
の
逆
サ
イ
ド
を
た
ど
り
、
本
坊
の
旧
地
の
現
地
比
定
を
試
み
た

い
。

　

引
き
続
き
﹁
氷
上
山
内
宝
乗
院
其
外
寺
悩
之
所
差
図
﹂
に
よ
る
と
、
仁
王
門

付
近
か
ら
の
参
道
西
脇
の
杉
垣
が
﹁
二
八
間
﹂
＝
一
八
二
尺
＝
約
五
五
・
一
メ
ー

ト
ル
続
き
、
蔵
の
南
端
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
蔵
（
東
西
二
間
）
の
南

北
は
七
間
＝
四
五
・
五
尺
＝
約
一
三
・
八
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
こ
の
北
側
に
南
北

九
間
半
＝
六
一
・
七
五
尺
＝
約
一
八
・
七
メ
ー
ト
ル
の
長
屋
（
東
西
九
尺
）
が

続
き
、
本
坊
真
光
院
の
南
門
＝
台
所
門
の
南
脇
袖
塀
に
接
し
て
い
た
様
子
が
わ

か
る
。

　

こ
の
南
門
＝
台
所
門
に
つ
い
て
は
、
参
道
西
脇
側
の
長
屋
か
ら
北
続
く
位
置

に
ま
ず
そ
の
①
南
脇
袖
塀
と
②
脇
門
が
あ
り
、
更
に
そ
の
北
側
に
③
台
所
門
の

本
体
が
参
道
に
向
か
っ
て
開
い
て
い
た
。﹃
防
長
風
土
注
進
案
﹄
に
よ
る
と
、

①
南
脇
袖
塀
の
長
さ
は
﹁
壱
間
弐
尺
﹂
＝
八
・
五
尺
＝
約
二
・
六
メ
ー
ト
ル
。

②
脇
門
の
幅
に
つ
い
て
は
、﹁
向
三
尺
八
寸
﹂
＝
約
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
③
台

所
門
本
体
の
幅
は
、﹁
宝
乗
坊
差
図
﹂に
よ
る
と﹁
壱
丈
壱
尺
﹂＝
約
三
・
三
メ
ー

ト
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
台
所
門
の
北
側
に
は
④
﹁
弐
間
﹂
＝
一
三
尺
＝
約
三
・

九
メ
ー
ト
ル
の
北
脇
袖
塀
が
取
り
付
い
て
い
た
。
つ
ま
り
台
所
門
の
門
前
空
間

は
、
南
北
合
計
約
十
一
メ
ー
ト
ル
の
幅
に
及
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
本
坊
南
門
＝
台
所
門
の
門
前
空
間
の
北
側
に
は
、﹁
氷
上
山
見
へ
懸
り

図
﹂）

₂₂
（

に
よ
る
と
、
北
脇
袖
塀
か
ら
続
く
練
塀
が
一
旦
東
側
に
二
間
張
り
出
し
て

参
道
に
到
り
、
そ
こ
か
ら
北
へ
屈
曲
し
て
参
道
沿
い
に
﹁
六
間
五
尺
﹂
＝
四
四

尺
＝
一
三
・
三
メ
ー
ト
ル
続
い
た
先
に
、
護
摩
堂
が
や
は
り
参
道
沿
い
に
建
っ

て
い
た
。

　

護
摩
堂
は
﹁
四
間
﹂
＝
二
六
尺
＝
約
七
・
九
メ
ー
ト
ル
四
方
で
あ
り
、
こ
れ

を
経
た
北
側
に
は
、
再
び
本
坊
真
光
院
の
練
塀
が
﹁
四
間
五
尺
﹂
＝
三
一
尺
＝

五
三



約
九
・
四
メ
ー
ト
ル
続
き
、
そ
の
端
か
ら
西
側
へ
一
間
入
り
込
み
、
本
坊
真
光

院
の
北
門
に
あ
た
る
御
成
門
の
南
脇
練
塀
に
連
な
っ
て
い
た
。

　

北
門
＝
御
成
門
の
南
脇
袖
塀
は
﹁
一
間
﹂
＝
六
・
五
尺
＝
約
二
メ
ー
ト
ル
、

北
脇
袖
塀
の
長
さ
も
同
じ
で
あ
り
、
御
成
門
の
本
体
の
幅
に
つ
い
て
は
﹁
真
光

院
差
図
﹂
や
﹃
防
長
風
土
注
進
案
﹄
に
よ
る
と
九
尺
八
寸
＝
約
三
メ
ー
ト
ル
で

あ
っ
た
。つ
ま
り
本
坊
の
北
門
＝
御
成
門
の
門
前
空
間
は
、南
北
合
計
約
七
メ
ー

ト
ル
の
幅
に
及
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
再
び
﹁
氷
上
山
見
へ
懸
り
図
﹂
に
よ
る
と
、﹁
御
成
門
よ
り
仁
王
門
迄

六
拾
七
間
﹂
と
あ
る
。
仁
王
門
推
定
地
を
基
点
と
し
、
こ
こ
か
ら
北
へ
六
十
七

間
＝
四
三
五
・
五
尺
＝
約
一
三
二
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
本
坊
の
北
門
＝
御
成
門

が
位
置
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

更
に
こ
の
御
成
門
か
ら
北
側
の
様
子
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ま

ず
は
御
成
門
の
北
半
分
が
上
述
の
通
り
四
・
九
尺
＝
約
一
メ
ー
ト
ル
半
、
門
の

北
脇
袖
塀
が
一
間
＝
六
・
五
尺
＝
約
二
メ
ー
ト
ル
、
こ
こ
か
ら
東
側
に
一
間
張

り
出
し
て
北
側
へ
屈
曲
し
、
参
道
沿
い
を
﹁
拾
七
間
﹂
＝
一
一
〇
・
五
尺
＝
三

三
メ
ー
ト
ル
半
の
練
壁
が
続
い
て
い
た
。
こ
の
練
壁
の
北
端
付
近
か
ら
参
道
を

挟
ん
で
東
向
か
い
に
鐘
楼
が
あ
り
、
練
壁
北
端
と
こ
の
鐘
楼
の
北
側
あ
た
り
に

能
舞
台
と
そ
の
楽
屋
が
あ
り
、
更
に
そ
の
北
側
に
本
堂
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

最
後
に
、
以
上
の
諸
堂
舎
・
諸
施
設
の
位
置
に
つ
い
て
、
東
西
間
の
両
脇
を

交
え
た
相
互
関
係
か
ら
捉
え
直
し
て
お
き
た
い
。
前
稿
Ａ
で
紹
介
し
た
差
図
群

を
総
合
す
る
と
、
ま
ず
は
参
道
西
脇
に
あ
っ
た
本
坊
真
光
院
の
南
門
＝
台
所
門

よ
り
も
や
や
北
側
の
逆
サ
イ
ド
（
参
道
東
脇
）
に
、
池
の
堤
（
＝
東
照
宮
道
）

が
位
置
し
、
池
の
堤
よ
り
も
や
や
北
側
の
逆
サ
イ
ド
（
参
道
西
脇
）
に
護
摩
堂

が
建
ち
、
護
摩
堂
と
そ
の
北
の
本
坊
北
門
＝
御
成
門
と
の
間
の
逆
サ
イ
ド
（
参

道
東
側
）
に
、
東
照
宮
に
渡
る
橋
が
架
か
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

以
上
の
位
置
関
係
を
総
括
し
、
推
定
も
交
え
な
が
ら
あ
え
て
図
示
す
る
な
ら

ば
、
概
ね
後
掲
の
図
11
の
よ
う
な
配
置
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

（
４
）
氷
上
山
東
照
宮
と
そ
の
周
辺

　

と
こ
ろ
で
、
本
坊
の
向
か
い
に
位
置
し
た
と
考
え
ら
れ
る
上
述
の
池
自
体
は

現
存
す
る
が
、
そ
の
中
央
に
は
、
か
つ
て
は
お
そ
ら
く
陸
橋
の
形
で
東
西
軸
の

橋
が
架
か
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ）

₂₃
（

、
こ
の
池
の
東
岸
の
平
坦
地
に
氷
上
山
東
照

宮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

₂₄
（

。
以
上
に
つ
い
て
再
び
﹁
氷
上
山
見
へ
懸
り
図
﹂

に
よ
る
と
、
橋
は
﹁
弐
拾
六
間
﹂
＝
一
六
九
尺
＝
約
五
一
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
こ

れ
を
渡
っ
た
突
き
当
た
り
に
、
氷
上
山
東
照
宮
の
﹁
惣
門
﹂
が
西
に
開
い
て
い

た
様
子
が
窺
え
る
。
惣
門
の
向
か
い
幅
は
、﹃
防
長
風
土
注
進
案
﹄に
よ
る
と﹁
弐

間
﹂
＝
一
三
間
＝
約
三
・
九
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
南
北
そ
れ
ぞ
れ
に

築
地
が
続
い
て
い
た
。﹁
氷
上
山
見
へ
懸
り
図
﹂に
よ
る
と
、築
地
の
南
側
は﹁
四

間
﹂
＝
二
六
尺
＝
約
七
・
九
メ
ー
ト
ル
、
北
側
は
﹁
三
拾
八
間
﹂
＝
二
四
七
尺

＝
約
七
四
・
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
東
照
宮
の
北
面
築
地
の
東
西
幅
に
つ
い

て
は
、
南
面
築
地
よ
り
も
狭
く
﹁
拾
弐
間
半
﹂
＝
八
一
・
二
五
尺
＝
約
二
四
・

六
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
東
照
宮
敷
地
の
南
側
は
、
拝
殿
付
近
の
東

面
に
﹁
御
供
所
﹂
の
区
画
が
張
り
出
し
、更
に
そ
の
外
側
東
南
に
は
﹁
御
宝
蔵
﹂

五
四



が
あ
っ
た
た
め
、
敷
地
南
部
域
の
東
西
幅
は
、
北
面
の
東
西
幅
よ
り
も
数
間
分

広
く
な
っ
て
い
た
。﹃
防
長
風
土
注
進
案
﹄
に
よ
る
と
、御
供
所
が
﹁
桁
行
拾
間
、

梁
行
弐
間
﹂
の
規
模
だ
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
敷
地
南
部
域
全
体
の

東
西
幅
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
現
地
地
形
か
ら
の
類
推
も
踏
ま
え
、
あ
え

て
図
示
す
る
な
ら
ば
、
氷
上
山
東
照
宮
敷
地
の
範
囲
に
つ
い
て
は
概
ね
図
11
の

よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

 

（
５
）
氷
上
山
本
堂
と
そ
の
周
辺

　

最
後
に
、
氷
上
山
の
旧
本
堂
の
旧
所
在
地
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
の
旧

本
堂
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
売
却
さ
れ
、
山
口
の
龍
福

寺
（
大
内
氏
館
跡
）
の
本
堂
と
し
て
移
転
活
用
さ
れ
た
。
こ
れ
が
戦
後
に
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
現
存
し
、
近
年
に
は
明
治
以
前
の
旧
状
を
復
元
す

る
形
で
全
面
修
復
さ
れ
た
。
こ
の
建
物
が
氷
上
山
旧
境
内
の
ど
こ
に
あ
っ
た
か

に
つ
い
て
は
不
明
と
な
っ
て
お
り
、
一
九
八
七
年
に
山
口
市
教
育
委
員
会
が
そ

の
現
地
比
定
を
試
み
て
い
る
が）

₂₅
（

、
拙
稿
Ａ
で
批
判
し
た
よ
う
に
こ
れ
に
は
従
え

な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
新
た
な
現
地
比
定
案
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
現
地
の
地
形
、
旧
本
堂
の
現
存
規
模
、
氷
上
山
興

隆
寺
絵
図
（
た
だ
し
原
本
写
真
））

₂₆
（

、
前
稿
Ａ
で
紹
介
し
た
氷
上
山
境
内
差
図
群
、

寺
誌
地
誌
の
類）

₂₇
（

で
あ
る
。
当
面
、
以
下
の
四
点
が
本
堂
現
地
比
定
の
指
標
と
な

る
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
現
地
の
地
形
と
し
て
、
大
内
御
堀
の
字
﹁
西
宝
乗
坊
﹂
四
一
九
番

あ
た
り
の
平
坦
地
が
、
北
と
東
の
氷
上
川
と
南
の
池
で
囲
ま
れ
て
お
り
、
氷
上

山
の
中
枢
施
設
と
し
て
相
応
し
い
立
地
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

　

第
二
に
、
前
稿
Ａ
で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
氷
上
山
境
内
差
図
群
に
よ

る
と
、
旧
参
道
の
延
長
線
上
に
本
堂
の
真
正
面
が
位
置
し
、
更
に
そ
の
背
後
か

ら
上
宮
へ
向
か
う
山
道
と
が
ほ
ぼ
一
直
線
に
連
な
っ
て
い
た
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
こ
と
。

　

第
三
に
、
法
界
門
か
ら
本
堂
ま
で
の
距
離
を
六
町
と
し
、
そ
の
う
ち
法
界
門

か
ら
仁
王
門
ま
で
が
三
町
半
、
仁
王
門
か
ら
本
堂
ま
で
が
二
町
半
だ
っ
た
と
記

す
史
料
が
あ
る
こ
と
（
後
述
）。

　

第
四
に
、
本
堂
の
北
側
に
は
妙
見
社
下
宮
の
ほ
か
末
社
群
が
建
っ
て
い
た
ス

ペ
ー
ス
が
あ
り
、
こ
れ
も
含
め
て
地
籍
図
に
見
え
る
地
割
と
の
照
合
が
必
要
で

あ
る
こ
と
。

　

以
上
の
う
ち
、
第
三
の
指
標
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
上
述
の
六

即
石
に
関
連
し
て
触
れ
た
よ
う
に
、﹃
氷
上
山
秘
奥
記
﹄
下
に
は
﹁
法
界
門
ヨ

リ
本
堂
ニ
至
リ
六
丁
﹂
と
あ
り
、
こ
の
記
述
は
、﹁
氷
上
山
境
内
図）

₂₈
（

﹂
の
本
堂

釈
迦
堂
前
に
﹁
是
ヨ
リ
二
王
門
マ
テ
凡
二
町
半
﹂
と
あ
り
、
仁
王
門
前
に
﹁
二

王
門
ヨ
リ
法
界
門
凡
三
町
半
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
。
す
な
わ

ち
法
界
門
か
ら
北
へ
三
町
半
（
約
三
八
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
で
仁
王
門
に
至
り
、

仁
王
門
か
ら
北
へ
二
町
半
（
約
二
七
二
・
五
メ
ー
ト
ル
）
で
本
堂
に
至
り
、
あ

わ
せ
て
六
町
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
界
門
推
定
地
か
ら

仁
王
門
推
定
地
ま
で
の
距
離
は
ひ
と
ま
ず
右
に
合
致
す
る
も
の
の
、
法
界
門
推

定
地
か
ら
六
町
の
距
離
、
仁
王
門
推
定
地
か
ら
二
町
半
の
距
離
に
旧
本
堂
の
位

置
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
と
、
第
一
の
指
標
と
し
た
推
定
範
囲
を
超
え
て
氷
上

五
五



川
の
北
側
に
は
み
出
し
て
し
ま
い
、
北
部
斜
面
の
不
安
定
な
場
所
に
想
定
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
こ
の
第
三
の
指
標
に
つ
い
て
は
、
法
界
門
・
仁
王
門
そ
れ
ぞ
れ
の
ど

の
位
置
を
計
測
す
る
か
と
い
う
点
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ

ら
二
つ
の
門
の
本
体
部
分
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
築
地
塀
の
南
端
入
口
付
近
の

位
置
で
計
測
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
想
定
に
基
づ
い

て
計
測
し
直
す
と
、
旧
本
堂
は
、
確
か
に
氷
上
川
を
超
え
る
こ
と
な
く
平
坦
面

に
お
さ
ま
る
位
置
に
想
定
で
き
る
。
や
は
り
こ
の
あ
た
り
が
旧
本
堂
の
旧
所
在

地
と
し
て
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
第
四
の
指
標
に
関
連
し
、
一
九
八
七
年
の
山
口
市
教
育
委
員
会
に

よ
る
現
地
比
定
案）

₂₉
（

が
、﹁
妙
見
社
下
宮
推
定
地
﹂
と
し
て
氷
上
川
北
側
の
平
坦

地
を
想
定
し
て
い
た
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
根
拠
は
明
示
さ
れ
て
い

な
い
が
、
明
治
二
十
年
の
地
籍
図
を
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ）

₃₀
（

、
こ
の
あ
た
り
に

建
物
状
の
飛
び
地
が
描
か
れ
、
四
二
七
番
の
宅
地
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
の

を
確
認
で
き
た
（
図
10
参
照
）。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
根
拠
で
あ
ろ
う
。
実
際
、

地
権
者
の
か
た
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
瓦
が
出
土
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
い
か
に
も
無
視
し
え
な
い
情
報
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
地
籍
図
原
本
を
詳
細
に
確
認
す
る
と
、
そ
の
南
の
四
一
九
番
に

は
、
そ
の
下
の
情
報
を
抹
消
す
る
紙
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
透
か
し
て
み

る
と
、
紙
の
下
に
は
図
10
の
よ
う
に
、
宅
地
四
二
〇
番
と
山
野
二
一
四
五
～
六

の
三
区
画
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
確
認
で
き
た
。
明
ら
か
に
こ
の
う

ち
宅
地
四
二
〇
番
の
区
画
こ
そ
が
、
妙
見
社
下
宮
の
敷
地
と
そ
れ
に
向
か
う
参

道
の
跡
に
相
応
し
い
。

　

そ
れ
で
は
、こ
の
北
部
に
描
か
れ
た
四
二
七
番
の
飛
び
地
は
何
を
示
す
の
か
。

一
つ
に
は
、
近
世
幕
末
期
に
そ
こ
へ
新
た
な
堂
舎
が
建
立
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

る
。
例
え
ば
幕
末
期
の
七
卿
落
ち
関
連
史
料
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
前
の
史
料
で

は
存
在
が
確
認
で
き
な
い
﹁
大
日
堂
﹂
な
る
小
堂
が
、
本
堂
の
裏
に
描
か
れ
て

い
る）

₃₁
（

。
あ
る
い
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
妙
見
社
下
宮
や
末
社
三
十
番
神

祠
が
焼
失
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
で
き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い）

₃₂
（

。
そ
の
妙
見
社

下
宮
の
再
建
に
あ
た
っ
て
の
仮
殿
で
あ
っ
た
可
能
性
や
、
山
上
の
上
宮
が
廃
止

さ
れ
る
際
の
仮
殿
と
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

図 10　氷上山旧本堂推定地周辺の地籍図
　　　（合筆分筆以前の旧状）

五
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図11　近世氷上山旧境内（中枢域）推定図
　　　　山口市埋蔵文化財調査報告第 25 集『大内氏関連遺跡分布調査』所収
　　　　「興隆寺跡推定地地形図」をもとに、現段階における私見をふまえて加筆した。

五
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
図
10
の
四
二
〇
番
の
区
画
こ
そ
が
妙
見
社
下
宮
の
跡
を

示
す
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
こ
は
氷
上
川
の
北
岸
で
は
な
く
、
そ
の
南
岸
の

平
坦
地
北
端
に
お
さ
ま
る
立
地
に
あ
た
る
。
実
際
に
現
地
に
は
、
現
存
す
る
妙

見
社
社
殿
の
規
模
が
ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
お
さ
ま
る
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、

そ
の
南
際
に
は
石
列
が
東
西
に
並
ん
で
い
る
様
子
を
確
認
で
き
る
。
下
宮
の
遺

構
の
名
残
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

す
な
わ
ち
氷
上
山
の
旧
本
堂
は
、
こ
の
妙
見
社
下
宮
の
東
南
近
く
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
正
確
に
は
、
第
二
の
指
標
の
よ
う
に
旧
境
内
参
道
の
突

き
当
た
り
に
重
な
る
位
置
に
想
定
す
べ
き
、
と
い
う
の
が
本
稿
で
の
結
論
で
あ

る
。

　

な
お
、
こ
の
旧
本
道
の
南
側
に
は
、
能
舞
台
と
そ
の
楽
屋
が
あ
り
、
更
に
そ

の
南
に
鐘
楼
が
あ
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
に
山
口
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課

が
実
施
し
た
発
掘
調
査
（
興
隆
寺
跡
遺
跡
第
十
三
次
調
査
））

₃₃
（

の
区
画
は
、
こ
の

う
ち
鐘
楼
の
位
置
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
道
路
状
の
遺
構
や
礎
石

群
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
い
つ
の
時
代
の
も
の
か
も
含
め
て
再
検
討
の

余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
本
稿
で
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
、
現
段
階
に
お
け
る
解
釈
を
仮
説
的

に
図
示
し
た
の
が
図
11
で
あ
る
。も
と
よ
り
充
分
な
も
の
と
は
言
い
が
た
い
が
、

今
後
の
検
討
に
向
け
た
叩
き
台
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　

結
び
に

　

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

一 

、
近
世
氷
上
山
の
総
門
＝
法
界
門
の
規
模
や
現
地
比
定
の
解
釈
に
つ
い
て

修
正
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
東
側
の
脇
参
道
の
存
在
や
周
辺
遺
構
の
性
格

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

　

二 

、
氷
上
山
の
門
前
空
間
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
こ
が
氷
上
山
関
係
者
と
し

て
の
寺
侍
の
集
住
地
と
な
っ
て
い
た
側
面
を
明
ら
か
に
し
、
と
り
わ
け
そ

の
北
域
が
在
郷
武
士
集
落
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。

　

三 

、
氷
上
山
の
旧
参
道
の
東
西
幅
が
十
数
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
も
の
で
あ
っ

た
様
子
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
出
土

し
た
遺
構
や
遺
物
の
性
格
を
捉
え
直
す
と
と
も
に
、
旧
参
道
関
連
遺
物
と

し
て
の
六
即
石
の
存
在
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

　

四 

、
仁
王
門
の
規
模
や
現
地
比
定
の
解
釈
に
つ
い
て
修
正
す
る
と
と
も
に
、

仁
王
門
北
側
の
旧
参
道
や
諸
施
設
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

た
。

　

五 

、
氷
上
山
本
堂
・
妙
見
社
下
宮
・
本
坊
真
光
院
・
東
照
宮
・
脇
坊
宝
乗
院

な
ど
の
現
地
比
定
案
を
提
示
し
た
。

　

い
っ
ぽ
う
、
氷
上
山
の
脇
坊
や
小
堂
の
類
に
関
す
る
現
地
比
定
案
に
つ
い
て

は
、本
稿
で
充
分
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
中
世
段
階
の
景
観
に
つ
い
て
、

以
上
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る

五
八



か
、と
い
う
課
題
に
つ
い
て
も
残
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

　

近
年
、
氷
上
山
旧
境
内
域
で
は
急
激
な
宅
地
化
が
す
す
み
、
現
地
景
観
が
更

に
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
お
り
、
旧
境
内
の
復
元
的
研
究
の
緊
急
度
は
高

ま
っ
て
い
る
。
か
ろ
う
じ
て
残
存
す
る
遺
構
や
、
土
地
に
刻
ま
れ
た
過
去
の
何

ら
か
の
痕
跡
が
、
そ
の
重
要
性
を
認
識
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
記
録
も
さ
れ
ぬ
ま
ま
破

壊
さ
れ
て
し
ま
う
前
に
、
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
あ
え
て
踏
み

込
ん
で
図
示
を
試
み
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
近
世
段
階

の
境
内
主
要
部
分
の
例
示
に
過
ぎ
ず
、
中
世
の
盛
時
に
お
い
て
は
こ
れ
を
上
回

る
規
模
の
遺
構
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
検
討
に
む
け
、
諸
氏
の
御
批
判
や
御
協

力
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
旧
境
内
景
観
の
復
元
案
の
精
度
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
　

註

 

（
１
） 

文
明
十
八
年
十
月
氷
上
山
伝
記
（
山
口
県
文
書
館
編
﹃
防
長
寺
社
由
来
﹄

第
三
巻
、
氷
上
山
由
緒
書
所
収
）。

 

（
２
） 

萩
藩
編
纂
の
地
誌
や
寺
社
誌
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
１
）﹃
防
長
寺

社
由
来
﹄
の
ほ
か
、﹃
防
長
風
土
注
進
案　

十
二　

山
口
宰
判
上
﹄
な

ど
に
氷
上
山
か
ら
の
寺
社
誌
の
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
氷
上
山
独

自
の
寺
誌
と
し
て
は
﹃
氷
上
山
秘
奥
記
﹄
が
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は

拙
稿
﹁
氷
上
山
秘
奥
記
翻
刻
并
解
題
（
一
）﹂（﹃
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
﹄

四
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
﹁
氷
上
山
秘
奥
記
翻
刻
并
解
題
（
二
）﹂（﹃
や

ま
ぐ
ち
学
の
構
築
﹄
五
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

 

（
３
） 

山
口
県
立
山
口
県
文
書
館
蔵
、
一
般
郷
土
史
料
二
五
七
、
氷
上
山
興
隆

寺
絵
図
（
写
真
）。
た
だ
し
こ
の
原
本
が
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
興
隆
寺
蔵
の
模
本
の
ほ
う
が
多
く
活
用
さ
れ
て
き
た
。
史
料
批
判

に
つ
い
て
は
拙
稿﹁
周
防
国
氷
上
山
興
隆
寺
の
境
内
絵
図
と
差
図
﹂（
中

野
玄
三
・
加
須
屋
誠
・
上
川
通
夫
編
﹃
方
法
と
し
て
の
仏
教
文
化
史　

︱
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
学
﹄（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

参
照
。

 

（
４
） 

山
口
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
二
十
五
集
﹃
大
内
氏
関
連
遺
跡
分
布

調
査
﹄（
山
口
市
教
育
委
員
会
、一
九
八
七
年
）
所
収
遺
跡
分
布
図
﹁
興

隆
寺
跡
推
定
地
地
形
図
﹂。

 

（
５
） 

前
掲
註
（
３
）
拙
稿
論
文
。

 

（
６
） 

拙
稿
﹁
近
世
氷
上
山
境
内
の
広
域
差
図
と
そ
の
細
部
構
成
﹂（﹃
や
ま
ぐ

ち
学
の
構
築
﹄
七
、
二
〇
一
一
年
）。

 

（
７
） 

嘉
永
四
年（
一
八
五
一
）﹁
山
口
御
茶
屋
并
寺
社
其
外
御
悩
所
差
図
﹂（
山

口
県
文
書
館
蔵
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
五
一
一
）
に
よ
る
と
、
例
え
ば
氷

上
山
の
仁
王
門
の
﹁
桁
行
三
間
六
尺
三
寸
、
梁
行
弐
間
弐
尺
弐
寸
﹂
に

つ
い
て
は
、
坪
数
が
﹁
九
坪
弐
合
七
勺
﹂
と
計
算
さ
れ
、
一
坪
＝
一
間

四
方
、
一
間
＝
六
尺
五
寸
で
計
算
さ
れ
た
様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
、
妻

木
宣
嗣
﹁
普
請
申
請
書
類
と
異
な
る
作
事
が
行
わ
れ
た
事
例
を
中
心
に

み
た
萩
藩
寺
院
建
築
物
に
お
け
る
申
請
相
違
作
事
・
不
届
け
作
事
に

つ
い
て
﹂（﹃
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
研
究
報
告
集 

計
画
系
﹄
四
四
、

二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
も
萩
藩
に
お
け
る
一
間
＝
六
尺
五
寸
に
関
す

る
指
摘
が
あ
る
。

五
九



 
（
８
） 

明
治
二
十
年
一
月
、﹁
山
口
県
周
防
国
吉
敷
郡
御
堀
村
地
引
絵
図
﹂（
山

口
市
大
内
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
蔵
）。

 

（
９
） 
興
隆
寺
跡
遺
跡
第
八
次
調
査
に
つ
い
て
は
山
口
市
教
育
委
員
会
﹃
山
口

市
埋
蔵
文
化
財
年
報
﹄
三
、
二
〇
〇
四
年
、
第
九
次
調
査
に
つ
い
て
は

同
﹃
興
隆
寺
遺
跡 

三
﹄
二
〇
〇
五
年
。

 

（
10
） 

山
口
県
文
書
館
﹃
絵
図
で
見
る
防
長
の
町
と
村
﹄
同
館
、一
九
八
九
年
。

 

（
11
） 

前
掲
註
（
２
）﹃
防
長
風
土
注
進
案　

十
二　

山
口
宰
判
上
﹄。

 

（
12
） 

前
掲
註
（
３
）。

 

（
13
） 

前
掲
註
（
８
）。

 

（
14
） 

明
治
十
年
六
月
、
第
十
六
区
第
四
小
区
氷
上
組
﹁
山
林
地
図
﹂（
山
口

市
大
内
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
蔵
）。

 

（
15
） 

前
掲
註
（
９
）﹃
興
隆
寺
遺
跡 

三
﹄
参
照
。

 

（
16
） 

山
口
市
教
育
委
員
会
﹃
山
口
市
埋
蔵
文
化
財
年
報
﹄
六
、二
〇
〇
七
年
。

 

（
17
） 

田
中
吉
三
氏
に
関
し
て
、図
２
の
左
図
北
部
に
表
示
し
た
﹁
田
中
家
？
﹂

の
位
置
に
居
住
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
、
興
隆
寺
住
職
市
原
修
俊
氏
お

よ
び
兼
重
知
己
氏
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表

し
た
い
。

 

（
18
） 

前
掲
註
（
２
）
拙
稿
﹁
氷
上
山
秘
奥
記
翻
刻
并
解
題
（
二
）﹂。

 

（
19
） 

毛
利
家
文
庫
五
八
絵
図
一
〇
六
九
、
氷
上
山
内
宝
乗
院
其
外
寺
悩
之
所

差
図
。
な
お
前
掲
註
（
３
）
拙
稿
﹁
周
防
国
氷
上
山
興
隆
寺
の
境
内
絵

図
と
差
図
﹂
＝
前
稿
Ａ
で
は
、
こ
の
差
図
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
誤
記

が
あ
る
。
正
確
に
は
十
八
世
紀
中
葉
以
降
、﹁
十
九
﹂
世
紀
中
葉
前
後

に
か
け
て
の
成
立
と
記
す
は
ず
の
箇
所
で
あ
っ
た
。
修
正
し
た
い
。

 

（
20
） 

山
口
市
教
育
委
員
会
﹃
山
口
市
埋
蔵
文
化
財
年
報
﹄
一
、二
〇
〇
二
年
。

 

（
21
） 

前
掲
註
（
19
）。
以
下
の
数
値
は
断
り
の
な
い
限
り
こ
れ
に
よ
る
。

 

（
22
） 

毛
利
家
文
庫
五
八
絵
図
一
〇
三
六
、
氷
上
山
境
内
見
へ
懸
リ
差
図
。
前

稿
Ａ
で
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
～
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
の
成

立
と
評
し
た
。

 

（
23
） 

毛
利
家
文
庫
五
八
絵
図
五
六
七
、
七
卿
方
山
口
御
下
リ
之
節
御
旅
館
差

図
の
第
一
紙
目
﹁
氷
上
山
真
光
院
境
内
略
図
﹂
に
よ
る
と
、
池
の
間
の

橋
は
﹁
馬
場
﹂
と
記
さ
れ
、東
照
宮
の
惣
門
前
の
僅
か
な
箇
所
の
み
﹁
ハ

シ
﹂と
記
す
。
こ
の
う
ち﹁
馬
場
﹂の
部
分
は
お
そ
ら
く
陸
橋
で
あ
ろ
う
。

 

（
24
） 

現
在
こ
の
地
に
は
土
盛
が
な
さ
れ
、
ゴ
ル
フ
パ
タ
ー
の
練
習
場
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
旧
状
に
つ
い
て
は
土
盛
を
除
外
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
必

要
が
あ
る
。
氷
上
山
東
照
宮
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
Ａ
参
照
。

 

（
25
） 

前
掲
註
（
４
）﹁
興
隆
寺
跡
推
定
地
﹂。

 

（
26
） 

前
掲
註
（
３
）。

 

（
27
） 

前
掲
註
（
２
）。

 

（
28
） 

毛
利
家
文
庫
五
八
絵
図
一
〇
三
五
、
氷
上
山
境
内
図
。
前
稿
Ａ
で
は
十

八
世
紀
段
階
の
成
立
と
見
な
し
た
。

 
（
29
） 
前
掲
註
（
４
）﹁
興
隆
寺
跡
推
定
地
﹂。

 

（
30
） 
前
掲
註
（
８
）﹁
山
口
県
周
防
国
吉
敷
郡
御
堀
村
地
引
絵
図
﹂。

 

（
31
） 

前
掲
註
（
23
）﹁
氷
上
山
真
光
院
境
内
略
図
﹂。

 

（
32
） 

毛
利
家
文
庫
五
一
罪
科
四
二
、
寺
社
焼
失
御
仕
置
帳
。

六
〇



 
（
33
） 

山
口
市
教
育
委
員
会
﹃
山
口
市
埋
蔵
文
化
財
年
報
﹄
三
、二
〇
一
〇
年
。

 

（
追
記
）
本
研
究
に
は
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
（
課
題

番
号
二
四
五
二
〇
七
五
五
）
の
助
成
を
賜
っ
た
。
山
口
市
大
内
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
に
は
史
料
の
調
査
お
よ
び
翻
刻
に
関
し
て
御
高
配
を
賜
り
、
兼
重
知
己
氏

か
ら
は
貴
重
な
御
助
言
を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

六
一


